
“働き方改革”に向けた取組
お手伝いします!!

山梨県中小企業労務改善団体連合会
【事務局】山梨県中小企業団体中央会

労働対策課
TEL : 055-237-3215
FAX : 055-237-3216

E-mail : saitoh@chuokai-yamanashi.or.jp

働き方改革アドバイザーが企業等を訪問し、

働き方・休み方等の現状分析、課題を解決

するための「働き方改革プラン」を提案します。

改革プランを
県に申請・採択

支援メニュー（全て無料）

■相談の流れ

こんなお悩みありますか？

・長時間労働を是正したい

・多様な人材を活用したい

・休暇制度など社内規程を見直したい

・生産性を向上させたい

【山梨県委託】2019働き方改革推進企業支援事業

働き方改革に取り組むことで…

働き方改革プランをご提案 専門家による支援（原則２回まで）

《改革プランに取り組む場合》

① 裏面の申込票

で相談を申込み

例えば、“人材確保と定着”が企業の喫緊の

課題となる中で、従業員にとって働きやすい

職場環境は、求職者への魅力発信や従業員

の働きがいにもつながります。

当事業では“経営面”と“労務管理面”から企

業の「働き方改革」をお手伝いします。

社会保険労務士や中小企業診断士などの

専門家を派遣し、働き方改革に向けた取組

みをサポートします。

◆お問い合わせ

② 働き方改革

アドバイザーが

企業に伺い、

ヒアリング

③ ヒアリングの

内容をもとに、現

状分析や課題の

抽出を行い、改革

プランを作成

④ 改革プランの実

現に向け、社会保険

労務士や中小診断

士などが無料支援



 

※ご記入いただきました情報は、当該業務のみに利用いたします。 

ＦＡＸ：０５５-２３７-３２１６ 

送付先：山梨県中小企業労務改善団体連合会（山梨県中小企業団体中央会内） 

相 談 申 込 票 

※は必須記入項目となります 

企 業 名 ※ 

所 在 地 ※ 

ご担当者様 役 職※ 氏 名※ 

ご 連 絡 先 

電 話※ FAX 

メールアドレス 

１ 相談内容（該当する項目に�をつけてください） 

  

□ 長時間労働の是正     □ 賃上げ等従業員の処遇改善     □ 従業員の職場定着率の向上  

 

 

□ 休暇等の制度の推進      □ 多様な勤務形態の導入       □ 育児・介護休業制度の充実 

 

 

□ 次世代法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定   □ メンタルヘルス対策 

 

 

□ その他 （具体的にご記入ください） 

   

                                             

 

２ 専門家派遣希望（2020年2月まで） ※いずれかに○ 

専門家に相談したい        とりあえず今はいい 

 

【⼭梨県委託】2019 働き方改革推進企業支援事業            まずは、アドバイザーに相談してみませんか 


